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１．共同研究契約標準契約書（大学・国立研究開発法人等用）雛型 

 

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「甲」という。）と□

□□□□（以下「乙」という。）とは、次のとおり共同研究契約（以下「本契約」とい

う。）を締結する。 

 

（共同研究） 

第１条 甲及び乙は、次に掲げる項目に係る研究を共同して実施（以下「共同研究」

という。）する。 

  共同研究項目「○○○○○○○○○（大項目） ○○○○○○○○○（中項目） 

 ○○○○○○○○○（小項目）」 

 

（共同研究業務実施計画書） 

第２条  共同研究業務の目的、内容、主たる実施場所及び共同研究に要する経費（以

下「共同研究費」という。）の内訳等は、別途、甲が認めた共同研究業務実施計画書

（以下「実施計画書」という。）に定めるとおりとする。 

 

（研究費の分担） 

第３条  甲及び乙は、共同研究費をそれぞれの負担割合により負担するものとする。 

２ 前項の負担割合は、次のとおりとする。 

   甲  共同研究費の  

   乙  共同研究費の  

３ 共同研究費の額は次のとおりとし、その内訳は実施計画書のとおりとする。 

  共同研究費 ￥                     

（うち消費税額及び地方消費税額 ￥     ） 

   甲の負担金額は、￥   

（うち消費税額及び地方消費税額 ￥     ） 

ただし、各事業年度（４月１日から翌年３月３１日までの間の１年間をいう。）に

おける共同研究費の額は、次のとおりとする。 

      年度 ￥ 

   （うち消費税額及び地方消費税額 ￥    ） 

   甲の負担金額は、￥   

   （うち消費税額及び地方消費税額 ￥    ） 

      年度 ￥ 

   （うち消費税額及び地方消費税額 ￥    ） 

   甲の負担金額は、￥   

   （うち消費税額及び地方消費税額 ￥    ） 

      年度 ￥ 
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   （うち消費税額及び地方消費税額 ￥    ） 

   甲の負担金額は、￥   

   （うち消費税額及び地方消費税額 ￥    ） 

 

 （注：ただし書の規定は、複数年度契約を締結する場合に限り記載する。） 

 

４ 甲は、乙が共同研究業務の実施に要した経費について、前項の甲の負担金額を限

度として乙に支払うものとする。 

 

（共同研究期間） 

第４条 共同研究の実施期間（以下「共同研究期間」という。）は、次のとおりとする。  

  共同研究期間     年 月 日から   年 月 日まで 

 

（共同研究の実施） 

第５条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、甲が定めた共同研究契約約款

及び約款に附帯される特別約款（以下「約款」という。）に定めるところに従って共

同研究を実施しなければならない。 

２ 前項の規定による約款は次のとおりとする。 

  共同研究契約約款 

  共同研究契約約款（大学・国立研究開発法人等用） 

  共同研究契約特別約款（○○○○○） 

  （注：乙が複数ある場合は、乙毎に適用される約款名又は特別約款名をそれぞれ

指定して記載すること） 

３ 本契約締結後、甲によって前項の約款が改正されたときは、改正後の約款が適用

されるものとする。この場合、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場

合を除き、乙は、甲に対し、変更契約書を作成するよう求めることができる。 

 

（契約保証金） 

第６条 甲は、本契約において、乙に対し契約保証金を全額免除する。 

 

（為替レートの約定） 

第７条  乙（再委託先又は共同実施先を含む）が日本国以外の国の法令に基づいて設

立された法人等であり、共同研究業務の実施に要する経費を支出する通貨が○○で

ある場合には、共同研究費を円貨換算するための為替レートは次のとおりとする。 

  約定為替レート            円／○○ 

 

 （注：為替レートの約定を必要としない場合には、本条を削り、第８条を第７条に、

第９条を第８条にする。） 
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（不正行為等に対する措置） 

第８条 乙が、甲との共同研究契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、

甲は、その防止、是正のために必要な措置を講じることができるものとする。 

 

（存続条項） 

第９条 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であって

も、第５条及び前条の規定は、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するもの

とする。 

 

 本契約の締結を証するため、契約書○通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保

有するものとする。ただし、甲が提供する電子情報処理組織を用いて契約を締結する

場合において、甲が指定するときは、別途定めるところによるものとする。 

 

 

    年 月 日                                                         

 

 

                 甲 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 

             国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

                理 事 長 

 

 

         乙 
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２．共同研究契約約款（大学・国立研究開発法人等用） 

（１）約款本文  

 

第１章 共同研究業務の実施 

 

（共同研究業務の実施）  

第１条  乙は、実施計画書に定めるところに従って共同研究業務を実施しなければな

らない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しな

ければならない。 

２ 乙は、共同研究業務の実施中、事故その他共同研究業務の実施を妨げる重大な事

由が発生したときは、直ちにその旨を甲に通知し、必要な措置を講じるとともに、

発生した日から７日以内に事故原因、委託業務への影響等を報告しなければならな

い。   

           

（共同研究の管理）   

第２条  甲及び乙は、共同研究に係る管理を相互に協力してそれぞれ行い、それぞれ

の管理に係る費用（公租公課等を含む。）は、共同研究に要する経費（以下「共同研

究費」という。）とは別にそれぞれが負担するものとする。 

    

（技術情報の交換等）  

第３条  甲及び乙は、共同研究の期間中、それぞれがすでに保有し、共同研究の遂行

に必要かつ有益な技術情報を相互に開示するものとする。ただし、日本国の法令又

は第三者との契約により守秘義務を負っているものは、この限りでない。 

２  甲及び乙は、前項により相手方から開示された技術情報を共同研究の目的のみに

使用し、その他の目的に使用してはならない。     

 

（再委託等） 

第４条  乙は、共同研究業務の全部又は一部を第三者に委託（以下「再委託」という｡）

してはならない。ただし、共同研究業務の一部について、再委託することを実施計

画書に定め、甲が認めた場合はこの限りでない。また、乙の再委託の額は、原則と

して共同研究費（乙が複数の場合は、再委託する当該乙との共同研究費とする。）の

５０％未満とする。 

２  乙は、前項ただし書により共同研究業務の一部を再委託するときは、再委託した

業務に伴う当該第三者（以下「再委託先」という。）の行為について、甲に対し全て

の責任を負うものとする。  

３  乙は、共同研究業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必

要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。た

だし、乙が共同研究業務の一部を日本国の国公立研究機関及び独立行政法人（国立
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研究開発法人含む）並びに国立大学法人又はこれに準ずる機関（以下「国立機関等」

という。）に再委託する場合にあっては、次の各号に掲げる事項を約するときは、本

契約の規定にかかわらず、国立機関等の受託研究に関する規則等によることができ

るものとする。 

一 甲が必要に応じて再委託先の検査を行うときは、乙の立ち会いのうえ再委託

先の検査を行うことができるものとする。 

二 甲が前号の検査を行う際は、乙は再委託先に対し、参考となるべき報告及び

資料の提出について協力を求めること。 

４ 乙は、乙が第１項に基づき国立機関等及び私立大学以外のものに再委託するとき

は、再委託先が委託業務を実施するために購入又は製造した取得財産のうち、取得

価額が５０万円以上かつ使用可能期間が１年以上の取得財産（以下、取得価額が５

０万円以上かつ使用可能期間が１年以上の取得財産を「登録資産」という。）の所有

権は、再委託先が検収又は竣工の検査をした時をもって、原則、乙に帰属するもの

とし、帰属に関する事項及び事業終了後の資産の取り扱い等を再委託契約書に定め

るものとする。 

５ 乙は、前項に定める再委託先の登録資産が乙に帰属しないときは、乙を通じて契

約書第３条第２項に定める負担割合を持ち分として当該登録資産を甲及び乙が共

有し、甲の持ち分の登録資産は甲に帰属するものとし、再委託先にその登録資産の

使用を認めること及び再委託先に甲の持ち分の登録資産について、業務委託契約約

款第２０条第３項から第７項まで及び同契約約款第２０条の２（ただし、同条第６

項及び第７項に定める「第６項の譲受希望者に譲渡することが適切と認めた取得財

産」を除く。）に定める事項を準用し再委託契約書に定めるものとする。この場合

において、準用する契約約款中、「甲」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構」と、「乙」とあるのは「再委託先」と及び「委託業務」

とあるのは「再委託業務」と、並びに同契約約款第２０条第６項において「甲に認

められた費用」とあるのは「乙（委託先）に認められた費用」と読み替えるものと

する。 

６ 本条前項までの規定は、乙が共同研究業務の一部について第三者と共同して実施

（以下「共同実施」という。）する場合について準用する。この場合において、これ

らの規定中、「再委託」とあるのは「共同実施」と、「再委託先」とあるのは「共同

実施先」と、第３項中「受託研究に関する規則等」とあるのは「共同実施に関する

規則等」と、第４項中「乙に帰属するもの」とあるのは「乙と共同実施先の共同実

施契約等に定める研究費の乙の負担割合による持ち分として、乙に帰属するもの」

と、第５項中「甲の持ち分の登録資産は甲に帰属」とあるのは「乙と共同実施先の

共同実施契約等に定める研究費の乙の負担割合を持ち分とし、その乙の持ち分に契

約書第３条第２項に定める甲の負担割合を持ち分として甲に帰属するもの」と、「業

務委託契約約款第２０条第３項から第７項まで」とあるのは「共同研究契約約款第

２２条第３項から第７項まで」と、及び「同契約約款２０条の２」とあるのは、「共
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同契約約款第２２条の２」と、並びに共同研究契約約款第２２条及び同契約約款第

２２の２に定める「甲の持ち分」とあるのは「乙と共同実施先の共同実施契約等に

定める研究費の乙の負担割合のうち契約書第３条第２項に定める甲の負担割合を

甲の持ち分」と読み替えるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 乙は、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継

させようとするときは、様式第１による権利義務承継承認申請書を甲に提出し、あ

らかじめ甲の承認を得なければならない。 

２ 乙は、本契約により生じる乙の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の

用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場

合は、この限りではない。 

３ 乙は、第２２条に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設

定してはならない。 

 

（共同研究業務の管理）   

第６条  甲は、共同研究業務の実施状況を把握するために必要があると認めるとき

は、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

一 共同研究業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。 

二 甲の職員を共同研究業務の実施場所へ派遣し、共同研究業務の実施に立ち会わ

せること。 

２  甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、

共同研究業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲

の行う指示が実施計画書の変更に係る場合は、第１２条又は第１３条に規定すると

ころによる。 

３ 甲は、一の共同研究業務において複数の者と共同研究契約を締結する場合におい

て第１６条第１項及び同条第２項第一号に規定する検査を契約者のうち特定の一

の者に行わせることが適当と認められるとき、当該特定の一の者（以下「代表委託

先」という。）に対し、第１７条に規定する甲が支払うべき額のうち代表委託先以外

の契約者に対するものについて、第１６条第１項及び同条第２項第一号に規定する

検査を行わせることができる。この場合、代表委託先以外の者に対する検査に関す

る責任は、代表委託先が負うものとする。 

４ 前項に基づき代表委託先が第１６条第１項及び同条第２項第一号に規定する検

査を行った場合は、代表委託先はその結果を様式第２による検査完了報告書により、

直ちに甲に報告しなくてはならない。                                   

５ 第１６条第３項から第６項までの規定は、第３項の規定による検査について準用

する。この場合において、第１６条第３項から第６項中「甲」とあるのは「代表委

託先」と読み替えるものとする。  
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（共同研究業務の実施に要する経費の支出）                       

第７条  乙は、共同研究業務の実施に要する経費を実施計画書の積算に記載された項

目に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された

実施計画書の積算に記載された項目に従って支出しなければならない。 

 

（革新的技術特区の採択課題における運用方策の適用） 

第７条の２ 乙が「経済財政改革の基本方針２００８」（平成２０年６月２７日閣議

決定）に基づく革新的技術特区（以下「スーパー特区」という。）に応募し、当該共

同研究業務の全部又は一部がスーパー特区の採択課題として決定がなされた場合

には、決定がなされた旨を申し出ることにより本契約の規定に関わらず、「スーパ

ー特区における研究資金の総合的かつ効率的な運用の方策」（以下「運用方策」とい

う。）に基づき、経費について総合的かつ効率的な運用を行うことができる。 

 

（帳簿等の整備） 

第８条  乙は、共同研究業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を

明確に記載しておかなければならない。                               

２  乙が、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学及び高等専門

学校（以下「大学等」と言う。）の場合は、共同研究の実施に要する経費を共同研究

費積算基準（大学用）に定める経費項目に従うものとし、乙が国立研究開発法人、

独立行政法人及び地方独立行政法人（以下「国立研究開発法人等」と言う。）の場合

は、共同研究の実施に要する経費を共同研究費積算基準（国立研究開発法人等用）

に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、

又は説明する書類を整理して保管しなければならない。 

３  前項の帳簿及び書類の保管期間は、共同研究期間が終了する日の属する事業年度

（甲の事業年度である４月１日から翌年３月３１日までの１年間をいう。以下同

じ。）の終了日の翌日から起算して５年間とする。 

 

（中間評価の実施） 

第９条 甲は、共同研究期間中に技術評価を行うことができるものとする。 

２ 甲は、前項の規定に基づく評価（以下「中間評価」という。）の結果に基づき、共

同研究期間内においても、甲の判断により契約内容の変更を行うことができるもの

とする。 

３ 甲は、中間評価の結果によっては、以降の当該共同研究契約を締結しないことが

できるものとする。 

 

（終了時評価及び追跡評価等の実施） 

第１０条 甲は、甲が別に定める基本計画（基本計画が定められていない共同研究に
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あっては、甲が別に定める実施方針。以下「基本計画等」という。）に規定する実施

期間終了後に、技術評価（以下「終了時評価」という。）及び事業化の状況等の調査

（以下「追跡評価等」という。）を行うことができるものとする。ただし、甲が必要

があると認めるときは、終了時評価を実施期間終了年度に行うことができるものと

する。 

 

（継続申請） 

第１１条 乙は、甲が別に定める基本計画に規定する実施期間が共同研究期間の終了

日以降に及ぶ共同研究であって、乙が継続して共同研究契約を希望する場合は、次

の共同研究期間の開始日前に様式第３により継続契約の研究概要、研究開発実施計

画、必要経費等を甲に提出するものとする。 

 

第２章 変更手続 

 

（契約変更） 

第１２条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て

本契約の内容を変更できるものとする。 

一 共同研究業務の実施の中途において、共同研究費、共同研究期間又は実施計画

書に定められた共同研究業務の目的の変更を行う必要が生じたとき。 

二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部

の履行が困難となったとき。 

２ 共同研究期間が事業年度を超える契約において、日本国政府の予算又は方針の変

更 等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更で

きるものとする。 

 

（実施計画書等の変更）                                   

第１３条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の

場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式

第４による共同研究業務実施計画変更申請書１通を甲に提出し、甲の審査を受けな

ければならない。なお、乙が甲に申出て、共同研究業務の実施に支障を及ぼさない

軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は第５項及び第６項に規定すると

ころによる。 

２ 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画書の変更申請を受理したと

きは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。 

３ 甲は、第１項の規定により乙から申請があった場合は、遅滞なく承認又は不承認

の通知を乙に行うものとする。 

４ 甲は、第２項の規定により共同研究業務実施計画変更申請書を承認した場合は、

次の手続を行う。 
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一 前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。 

二 第１項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、

甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。 

三 第一号の規定にかかわらず、委託期間の終了日が属する事業年度に係る限度額

の減額、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号、以下「通則法」とい

う。）に定める甲の中長期計画（以下「中長期計画」という。）における最終年度

に係る限度額の減額、消費税率の変更（消費税率の変更日の延期を含む。）等の理

由に伴い契約金額が変更される場合であって、甲が指示するときは、変更契約書

の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結

されたものとみなす。 

５ 乙は、第１項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更が生じたときは、様式第

４による共同研究業務実施計画変更届出書１通を甲に提出しなければならない。 

６ 甲は、前項の規定により共同研究業務実施計画変更届出書を受理した場合は、当

該受理日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 

７ 甲又は乙は、その代表者、住所又は社名を変更したときは、速やかに相手方に通

知しなければならない。 

 

第３章 概算払・確定 

 

（概算払） 

第１４条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、共同研究期間の中途において

共同研究業務の実施に要する経費のうち負担金額を乙に支払うこと（以下「概算払」

という。）ができる。 

２  乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第５－１による支払請求

書を提出するものとする。ただし、国立研究開発法人等の請求書様式は、甲が認め

る場合は、様式第５－１の支払請求書に替えることができるものとする。 

 

（実績報告書等の提出） 

第１５条 乙は、共同研究業務の完了の日又は共同研究期間の終了日のいずれか早い

日の翌日から起算して６１日以内に（第３８条、第３９条又は第４０条の規定によ

り契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して３０日以内に）、

様式第６による共同研究業務実績報告書１通を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、共同研究期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、翌事業年度の５

月３１日までに、様式第６により、当該事業年度において完了した共同研究業務の

共同研究業務中間実績報告書１通を甲に提出しなければならない。 

 

（検査及び報告の徴収） 

第１６条 甲は、前条に規定する共同研究業務実績報告書又は共同研究業務中間実績
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報告書（以下、併せて「実績報告書等」という。）を受理したときは、実績報告書等

の内容について速やかに検査を行うものとする。 

２ 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。 

一 共同研究業務の実施に要した経費の支出状況についての共同研究期間中の検      

 査 

二 その他甲が必要と認めた検査 

３ 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場

合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることが

できる。 

一 実績報告書等に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性 

二 実施計画書と実績報告書等の内容の整合性 

三 プラントの建設状況､機械装置等の製作状況及びこれらの運転､操作状況 

四 第８条に掲げる帳簿、書類 

五 その他甲が共同研究業務に関して必要と認める事項 

４ 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、乙は取引先に対し、参考となるべ

き報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。 

５ 甲は、第１項及び第２項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所（乙の再委

託者、共同実施者及び再委託者の共同実施者の事業所を含む。以下同じ。）において

行うことができる。 

６ 甲は、第１項及び第２項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査

場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するも

のとする。 

７ 乙は、前項の通知を受けたときは、別紙に定める書類その他甲が別に定める書類

等を準備し、共同研究の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所

に乙の負担で派遣するものとする。 

８ 甲が必要があると認めるときは、甲の主務省である経済産業省の職員を立ち会   

わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。 

９ 甲が第２項第二号の検査をできる期間は、共同研究期間が終了する日の属する事

業年度の終了日の翌日から起算して５年間とする。 

 

（共同研究費等の額の確定）  

第１７条  甲は、前条第１項の検査の結果、（第６条第４項に基づく代表委託者から

の報告を含む。）、共同研究契約書（以下「契約書」という。）第２条に定める共同研

究業務の内容及びこれに付した条件に適合すると認め、共同研究業務が完了又は共

同研究期間が終了している場合には、共同研究費及び甲の負担金（以下「委託費」

という。）の額を確定し、乙に対し通知するものとする。 

２  前項の共同研究費の確定額は、乙の共同研究費に係る適正な支出額と契約書第３

条第３項に定める共同研究費の額とのいずれか低い額とする。また、委託費の確定
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額は、共同研究費の確定額に契約書第３条第２項に定める甲の負担割合を乗じた額

とする。  

３  前項の支出額の算定に関する方法は、大学等は、共同研究費積算基準（大学

用）とし、国立研究開発法人等は、共同研究費積算基準（（国立研究開発法人等

用）によるものとする。 

 

（確定額の請求及び支払） 

第１８条 乙は、前条第１項の通知を受けたときは、様式第５－１による支払請求書

又は第１４条第２項ただし書で定めた請求書により、前条第１項の規定により確定

した額（以下「確定額」という。）を甲に請求するものとする。ただし、既に第１４

条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を

請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して

３０日（以下「約定期間」という。）以内に、これを乙に支払うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部

又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付するこ

とができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正され

た支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。 

 

（相殺） 

第１９条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支

払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができるものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第２０条 甲は、約定期間内に委託費の確定額を乙に支払わないときは、未払金額に

対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日ま

での日数に応じ、民法第４０４条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息とし

て、乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等

甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延

利息の算定日数に算入しないものとする。 

 

（過払金等の返還）  

第２１条  乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算

払を受けた委託費のうちの過払部分（以下「過払金」という。）を甲に返還しなけれ

ばならない。 

一 既に支払いを受けた委託費の額が第１７条に規定する確定額を超えるとき。 

二 既に支払いを受けた委託費の額が第４１条第１項に規定する甲の負担すべき

額を超えるとき。  
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三 既に支払いを受けた委託費の額が第４１条第２項に規定する甲の支払義務の

全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。   

四 その他過払金のあるとき。  

２ 乙は、第１６条第２項第二号の検査の結果、第１８条第２項の規定に基づいて既

に支払を受けた共同研究業務の実施に要する経費のうち過払部分（以下「確定後過

払金」という。）が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲

に返還しなければならない。 

３  乙は、前二項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金額

に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第４０４条に定め

る法定利率で算出した延滞金を付して返還しなければならない。ただし、国庫補助

金を財源とする事業にあっては、この限りでない。  

 

第４章 取得財産の管理等 

 

（取得財産等の管理等）                                           

第２２条  乙が共同研究業務を実施するため、共同研究期間中に購入し、又は製造し

た取得財産（以下「取得財産」という。）の所有権は、乙が検収又は竣工の検査によ

り共同研究業務の実施に供する機能を発揮する完成品であることを確認した時を

もって乙に帰属するものとする。 

１の２ 前項の規定にかかわらず、取得財産が外国に所在する場合において、共同研

究業務の態様及び実施場所における商慣行その他の事情を考慮し、甲が特段の取扱

いを行うことが適当であると認めるときは、甲は、所有権の帰属時期その他前項と

異なる条件を別に定めて乙に指示することができ、乙はこの指示に従うものとする。 

２ 乙は、前項に規定する乙に帰属する取得財産について、本契約が終了するまで善

良な管理者の注意をもって管理するものとする。ただし、甲から貸与された甲が所

有し、又は甲が第三者から借用している財産（以下「貸与財産」という。）について

は、貸与された日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日まで管理

するものとする。 

３ 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票を貼付して管理しな

ければならない。 

４ 乙は、取得財産を共同研究業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の

承認を得た場合は、この限りでない。なお、複数の者が共同で共同研究先の公募に

応募し、当該応募に係る事業について甲が当該複数の者との間で複数の共同研究契

約を締結した場合等においては、乙は、当該複数の者に対して、当該事業を実施す

る目的に限り取得財産を使用させることができるものとし、この場合、甲の承認を

得たものとみなす。 

５ 乙は、次の各号に掲げる事項を全て満たす場合、前項ただし書による甲の承認

を得たものとみなし、取得財産を当該共同研究業務以外の研究や教育活動などに
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使用することができるものとする。 

一 当該共同研究業務の推進に支障がないこと。 

二 使用目的は、収益事業ではないこと。 

三 資産の使用にかかる実費及び修理費は、自己負担とすること。 

四 甲が当該共同研究業務以外への使用状況について報告を求めたときは、回答す

ること。 

６ 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、共同研究業務の実施に要した経費とし

て甲に認められた費用以外の費用及び共同研究期間終了後又は本契約が解除され

た場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。 

７ 第３項、第４項及び第６項の規定は、乙が共同研究業務の実施のため、その共同

研究実施場所に設置して使用する貸与財産での管理について準用する。 

８ 乙は、共同研究業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物(以

下「副生物」という。）の発生等が見込まれる場合は、速やかに甲に申出なければな

らない。 

９ 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分等の方法について、乙に指

示をするものとする。 

１０ 乙は、前項の規定により副生物の処分等をした場合は、速やかに甲に報告しな

ければならない。 

 

（貸与財産の解体撤去） 

第２２条の２ 乙は、実施計画書に定められた前条第２項に規定する貸与財産の解体

撤去については、別途定めるところにより実施できるものとする。 

 

（取得財産等の弁償） 

第２３条 乙は、取得財産又は貸与財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又

は貸与財産について補修、部品の取替、製造等（以下「復旧工事等」という。）を行

うことにより、原状に回復しなければならない。ただし、甲により特段の指示があ

った場合は、その指示に従うものとする。 

 

（貸与財産に係る損害保険） 

第２４条 甲は、共同研究業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第

２２条第２項に規定する貸与財産に対して損害保険を付保するものとする。ただし、

乙が損害保険を付保することが適切であると認められるときであって甲が承認し

た場合は、乙が損害保険を付保することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により損害保険が付保された貸与財産に保険契約で補償する事

故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲の確認を得て自ら

又は第三者との請負契約等により当該貸与財産の復旧工事等を行うものとする。 

 一 証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置 
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 二 事故発生に係る状況の甲への報告措置（原則として事故発見日から７日以内） 

 三 第１３条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置 

３ 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第７による事故・復旧完了報告書に復

旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲に提出するものとす

る。 

４ 甲は、前項に規定する事故・復旧完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等

の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき保険金の

支払指図の措置を講じることとする。 

５ 乙は、復旧作業に係る収支について、復旧工事等に要した経費、受領した保険金

の額及びその他甲が指示する事項を記録した書類を、保険金が支払われた日の属す

る事業年度の終了日の翌日から起算して５年間保管するものとする。ただし、乙は、

甲が復旧作業の収支に係る報告を求めたときは、速やかに様式第８による復旧作業

に係る収支報告書を甲に提出するものとする。 

６ 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事

等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合にお

ける復旧工事等の実施については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

第５章 成果の取扱・知的財産権 

 

  第１節 定義 

 

（用語の定義） 

第２５条 この章において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

一 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成

者権並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。 

二 「著作権」とは、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２８条

までに規定するすべての権利並びに外国における上記権利に相当する権利をい

う。 

三 「産業財産権等」とは、産業財産権を受ける権利、産業財産権及び著作権をい

う。 

四 「知的財産権」とは、産業財産権等及び第３１条第２項に規定するノウハウを

いう。 

五 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和３４年法律第１２１号）第２条に規定する発明 

ロ 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）第２条に規定する考案 

ハ 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条に規定する意匠の創作 

ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）第２条

に規定する回路配置の創作 
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ホ 種苗法（平成１０年法律第８３号）第２条に規定する植物体の品種の育成 

へ 著作物の創作 

ト 第３１条第２項に規定するノウハウの案出 

 第２節 成果の取扱 

 

（成果報告書・中間年報の提出） 

第２６条 乙は、共同研究業務の完了した日の翌日から６１日以内に、様式第９によ

る共同研究業務成果報告届出書とともに、共同研究業務成果報告書及び要約書（以

下「成果報告書」という。）の電子ファイル化したもの１部を、甲に提出しなければ

ならない。 

２ 乙は、共同研究期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、翌事業年度の５

月３１日までに、様式第１０による共同研究業務中間年報届出書とともに、当該年

度に係る３月３１日（以下「年度末基準日」という。）時点での中間年報の電子ファ

イル化したもの１部を、甲に提出しなければならない。ただし、年度末基準日が共

同研究期間の終了日の場合には、この限りでない。 

３ 成果報告書には、乙が共同研究業務を実施することにより得られた成果の詳細、

実施計画書に定められた共同研究業務の目的に照らした達成状況及び成果の公表

に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。

ただし、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第３１条第２項に規定

するノウハウについては、この限りでない。 

４ 成果報告書は、乙からの申出により、共同研究期間の終了日（第１１条に規定す

る継続申請に基づき契約をした場合は、その契約で約定した期間の終了日）から２

年間を限度として、公開を留保することができる。 

５ 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印

刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要

約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。 

６ 複数の者が共同で共同研究先の公募に応募し、当該応募に係る事業について甲が

当該複数の者との間で複数の共同研究契約を締結した場合等であって、当該複数の

者の間で当該事業に関する共同研究契約が成立しているときは、当該複数の者のい

ずれか一の者が当該共同研究の成果をとりまとめ、第１項に規定する様式第９によ

る共同研究業務成果報告届出書とともに、成果報告書の電子ファイル化したものを

甲に提出することができる。この場合において、当該一の者以外の者については、

第１項の規定は適用しない。 

７ 前項の規定は、第２項に規定する中間年報について準用する。この場合において、

前項中「第１項」とあるのは「第２項」と、「様式第９による共同研究業務成果報告

届出書」とあるのは「様式第１０による共同研究業務中間年報届出書」と、「成果報

告書」とあるのは「中間年報」と読み替えるものとする。 

８ 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の
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提出を乙に求めることができるものとする。 

 

（著作権等の保証） 

第２７条 乙は、甲に対し、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害

していないことを保証するものとする。 

２ 成果報告書について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったと

きは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じた

ときは、乙がその全責任を負う。 

 

（成果の発表又は公開） 

第２８条 乙は、共同研究業務を実施した結果得られた成果（以下「共同研究業務の

成果」という。）のうち、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第３１

条第２項に規定するノウハウに係るもの以外のものを、適切に発表又は公開するこ

ととする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき発表又は公開する場合、事前に甲に報告するものとす

る。また、前項の規定に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある

場合を除き、記載例を参考にしてその内容が甲の共同研究業務の結果得られたもの

であることを明示しなければならない。 

 【発表又は公開する場合の記載例】 

 「この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）

の共同研究業務の結果得られたものです。」 

 

（研究成果の利用・普及） 

第２９条 乙は、研究成果の利用・普及に際しては、国内生産・雇用、輸出、内外ラ

イセンス収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等の形を通じて、我が

国の経済活性化の実現に努めるものとする。 

２ 乙は、甲が委託先を選定するに当たり乙が甲に提出した研究成果の事業化に関す

る計画（委託先選定後において乙が計画を変更し甲に提出した場合はその計画。以

下「事業化計画」という。）を変更しようとする場合であって、次の各号のいずれか

に該当するときは、速やかにその旨を甲に説明するものとする。 

 一 事業化計画を著しく変更しようとするとき。 

 二 その他前項の規定の趣旨に影響を与えるものとして、甲と乙が協議してあらか

じめ定めた条件に該当するとき。 

３ 前項において、事業化計画の変更が第１項の規定に抵触するおそれがある場合、

甲は、乙に対して変更内容の改善を求めることができる。 

４ 乙は、研究成果の事業化・製品化を行う場合については、甲に報告するものとす

る。また、研究成果の事業化・製品化について発表又は公開する場合において、特

段の理由がある場合を除き、記載例を参考にしてその内容が甲の共同研究を受けた
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ものであることを明示するものとする。なお、その場合には、甲の了解を得て甲の

シンボルマークを使用することができる。 

 【事業化等について発表又は公開する場合の記載例】 

 「これは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の

共同研究業務の結果得られた成果を（一部）活用しています。」 

 

 第３節 知的財産権 

 

（共同研究業務の成果に関する内部規則の整備） 

第３０条 乙は、乙の役員又は従業員（以下「従業員等」という。）が共同研究業務の

成果に係る国内外における産業財産権を受ける権利及び著作権につき、従業員等か

ら乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結し、又は

その旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、乙が産業財産権を受

ける権利及び著作権を従業員等から乙に帰属させる旨の契約を乙の従業員等と既

に締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めており、これらを共同研究業務に

適用できる場合は、この限りでない。 

 

（共同研究業務の成果に関する不正な流出の防止） 

第３０条の２ 乙は、共同研究業務の成果について、第三者への不正な流出を防止す

るため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、

必要な措置をとるよう努めなければならない。 

２ 乙は、不正に第三者への共同研究業務の成果の流出があった場合には、遅滞なく

甲に報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しな

ければならない。 

 

（知財マネジメント基本方針の遵守） 

第３０条の３ 乙は、共同研究業務の実施にあたり、経済産業省が提示する「委託

研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」を踏まえ

て、甲が公募時等に提示する知財マネジメント基本方針を遵守するものとする。 

 

（データマネジメント基本方針の遵守） 

第３０条の４ 乙は、共同研究業務の実施にあたり、経済産業省が提示する「委託研

究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」を踏まえて、甲が公

募時等に提示するデータマネジメント基本方針を遵守するものとする。 

 

（ノウハウの指定） 

第３１条 甲及び乙は、共同研究業務の成果に係る産業財産権等の対象とならない技

術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものについて、乙からの申出
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に基づき甲乙協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づき指定した技術情報（以下「ノウハウ」という。）の概要

につき、甲の指示に従い、甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、第１項の通知をするに当たっては、ノウハウにつき甲及び乙が秘匿すべき

期間を明示するものとする。 

４ 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、次の各号に掲げる場合を除き、原則

として当該事業年度の終了日の翌日から起算して５年間とする。ただし、甲及び乙

が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは１０年間とすることができ

る。 

一 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務

を付して開示する場合 

二 共同研究業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のために、必要

な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合 

三 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合 

５ 第１項において指定したノウハウについて、指定後において必要があるときは、

甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

６ 甲は、第２項の規定によりノウハウを乙から受理したときは、これを秘密情報の

漏えいを防止することができる場所において、適切に保存しなければならない。 

 

（技術情報の封印等） 

第３２条 乙は、乙が必要とする場合は業務共同研究契約書第３条に定める共同研究

期間の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものを記録化し、本契約

の締結後２ケ月以内に様式第１１による封印申請書を甲に提出するものとする。 

２ 前項の封印申請書の提出があったときは、甲及び乙は、両者立会いのうえ封印を

実施するものとする。 

３ 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストを甲及び乙が各々保管

する。 

４ 前条第１項の規定により指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出が

あったときは、甲乙両者立会いのうえ、封印した技術情報のうち当該申出に係る技

術情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。 

５ 甲は、前項の開封の結果、前条第１項の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰

属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。 

６ 甲は、開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 

７ 前条第１項の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙か

ら異議の申出がなかったときは、甲及び乙は、第２項の規定により実施した封印を

解除するものとする。 

８ 乙は、第１項から第７項までに掲げる事項のほか、技術情報の封印等を行うにあ

たり必要な事項について、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。 
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（知的財産権の帰属） 

第３３条 甲及び乙が共同研究業務を実施することにより発明等を行ったときは、当

該発明等に係る知的財産権（成果報告書、その他これに類するものの著作権を除く。）

について、第３１条、第３４条及び第３５条の規定に基づき甲に報告する場合は、

乙に帰属するものとする。 

２ 乙は、当該共同研究業務に係る産業財産権等に関して速やかに出願、申請等の手

続を行うものとする。 

３ 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 当該共同研究業務に係る知的財産権に関して出願、申請等の手続を行った場合

（プログラム等の著作権については、著作物が得られた場合）には、第３４条及

び第３５条の規定に基づき、遅延なく、甲にその旨を報告するものとすること。 

二 日本国政府の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてそ

の理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を

甲に許諾するものとすること。 

三 当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権

を相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、日

本国政府の要請に応じて、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要

があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する

権利を第三者に許諾するものとすること。 

四 当該知的財産権の移転（第３３条の６第１項に規定する持分の放棄を除く。以

下この号において同じ。）、又は特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専

用実施権（仮専用実施権を含む。）又は回路配置利用権若しくは育成者権につい

ての専用利用権（以下「専用実施権等」という。）の設定若しくは移転の承諾をし

ようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けるものとすること。ただし、合併

又は分割により移転する場合、及び乙が大学等における技術に関する研究成果の

民間事業者への移転の促進に関する法律に規定する承認事業者若しくは認定事

業者に当該知的財産権の移転又は専用実施権等を設定若しくは移転の承諾をす

る場合は、この限りではない。 

 五 甲が実施する知的財産権の利用状況調査（バイ・ドール調査）に対して回答す

ること。 

４ 乙は、前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについ

て正当な理由がないと甲が認める場合には、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さ

なければならない。 

５ 乙は、第１項の知的財産権を第三者に移転又は利用許諾する場合は、第３項及び

第４項、第３３条の３、第３３条の５、第３３条の６、第３４条、第３４条の２並

びに第３５条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならな

い。 
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６ 成果報告書、その他これに類するものの著作権は、共同研究契約書第３条第２項

に定める負担割合を持分として、甲及び乙の共有とし、乙は、成果報告書、その他

これに類するものについて、著作者人格権を行使しないものとする。 

 

（成果の利用行為） 

第３３条の２ 乙は、第３３条第１項の規定にかかわらず、共同研究業務に係る発明

等の著作物（成果報告書その他これに類するものを除く。）に係る著作権について、

甲による当該著作物の利用に必要な範囲内で、甲が実施する権利及び甲が第三者に

実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。 

２ 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。

また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者

人格権を行使しないように必要な処置をとるものとする。 

 

（知的財産権の移転等の承認） 

第３３条の３ 乙は、共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に移転

する場合は、第３３条第３項第四号ただし書の場合及び第３３条の６第１項に規定

する持分の放棄により移転する場合を除き、甲が別に定める知的財産権移転承認申

請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 乙は、共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の

設定又は移転の承諾をする場合は、第３３条第３項第四号ただし書の場合を除き、

甲が別に定める専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

３ 甲が前２項の承認に際して、甲が当該知的財産権について再実施権付き通常実施

権を要求する場合、乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転する前又は当該

知的財産権に専用実施権等の設定若しくは移転の承諾をする前に、甲に対して無償

で許諾しなければならない。 

４ 乙が、前３項の定めに違反したことについて、正当な理由がないと甲が認める場

合、当該知的財産権は無償で甲に譲り渡されるものとする。 

 

（知的財産権の移転等の届出） 

第３３条の４ 削除 

 

（知的財産権放棄の届出） 

第３３条の５ 乙は、共同研究業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該知

的財産権の放棄を行う前に、甲が別に定める知的財産権放棄届出書を甲に提出する

ものとする。 

 

（共有の知的財産権の持分放棄の届出） 
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第３３条の６ 乙は、委託業務の成果に係る他者と共有の知的財産権に関し、自己の

持分（以下「持分」という。）を放棄する場合は、持分の放棄を行う前に、甲が別に定

める知的財産権持分放棄届出書を甲に提出するものとする。 

２ 前項の届出書の提出に際して、甲が当該知的財産権について再実施権付き通常実

施権を要求する場合、乙は、他の共有者の同意を得た上で、甲に対して無償で許諾し

なければならない。 

３ 乙は、前項により再実施権付き通常実施権を許諾した場合には、当該通常実施権

の行使に支障を与えないように、持分の承継者に約させねばならない。 

４ 乙が前３項の定めに違反したことについて、正当な理由がないと甲が認める場合、

持分は無償で甲に譲り渡されるものとする。 

 

（出願の通知） 

第３４条 乙は、共同研究業務に係る産業財産権の出願（ＰＣＴ国内書面等（以下「国

内書面」という。）の提出を含む。）又は申請を行ったときは、甲が別に定める産業

財産権出願通知書１通を出願の日（国内書面の提出にあっては提出日）から６０日

以内（ただし、外国への出願及び外国への国内書面提出の場合は９０日以内。）に甲

に提出するものとする。 

２ 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合

は、記載例を参考にして出願に係る書類に国等の委託に係る研究の成果に係る出願

である旨を記載しなければならない。 

 【特許出願の記載例（願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入）】 

 「○年度、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構△△委託研究、

産業技術力強化法第１７条の適用を受ける特許出願」 

３ 乙は、前項に規定する記載を怠ったことが判明し、かつ、甲の指導に従わないと

きは、当該産業財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 

 

（経済安全保障推進法に基づく特許出願の非公開） 

第３４条の２ 乙は、共同研究業務の実施にあたり、経済施策を一体的に講ずること

による安全保障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第４３号。以下「経済安

全保障推進法」という。）の第５章「特許出願の非公開（第６５条－第８５条）」の

規定に関して、第３０条の３に規定する知財マネジメント基本方針に基づき、甲へ

の報告を行うものとする。 

２ 乙は、乙の特許出願に係る明細書等（経済安全保障推進法第６５条第１項に規定

する明細書等をいう。以下同じ。）に記載された発明について経済安全保障推進法

第７０条第２項に規定する保全指定がされている場合、当該特許出願に係る明細書

等に記載された保全対象発明（経済安全保障推進法第７０条第１項に規定する保全

対象発明をいう。以下同じ。）の情報は、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲

に提示しないこととする。 
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３ 乙は、乙の特許出願に関して、その出願から経済安全保障推進法第６６条第１項

に基づき特許庁長官により当該特許出願に係る書類が内閣総理大臣へ送付される

若しくは送付されないことが決定されるまでの間、及び経済安全保障推進法第６７

条第１項に規定された保全審査が行われている間、当該特許出願の明細書等に記載

された発明に係る詳細な技術情報については、甲に提示しないこととする。ただし、

当該特許出願の明細書等に記載された発明が、経済安全保障推進法第６６条第１項

に規定する特定技術分野に属さないことが明らかである場合は、この限りでない。 

４ 乙は、特許出願を予定している場合、当該特許出願の明細書等に記載する発明に

係る詳細な技術情報を甲に提示しないこととする。ただし、当該発明が、経済安全

保障推進法第６６条第１項に規定する特定技術分野に属さないことが明らかであ

る場合は、この限りでない。 

５ 第２項から第４項までの規定にかかわらず、甲が共同研究業務の管理における必

要性から保全対象発明又は詳細な技術情報の提示を求めたときは、経済安全保障推

進法第７４条第１項に基づき開示が禁止されているものを除き、乙は、甲が指定す

る方法により、当該保全対象発明の情報又は詳細な技術情報を甲に提示するものと

する。 

 

（出願後の状況通知） 

第３５条 乙は、第３４条の規定に基づき産業財産権出願通知書を甲に提出した場合

は、特許出願については発明が出願公開（ＰＣＴ国際公開を含む。）された後遅滞な

く、特許権以外の産業財産権の出願又は申請については産業財産権出願通知書の提

出後速やかに、出願又は申請番号、出願又は申請日、優先権主張番号、優先権主張

日、優先権主張国、出願人又は申請人名及び発明等の名称が確認できる書類の写し

を添付して、甲が別に定める産業財産権等出願後状況通知書１通を甲に提出するも

のとする。また、共同研究業務に係る産業財産権の設定登録又は品種登録が行われ

たときは、出願番号（回路配置利用権及び育成者権を除く。）、登録番号、登録日、

権利者名、発明等の名称が確認できる書類の写しを添付して甲が別に定める産業財

産権等出願後状況通知書１通を登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から

６０日以内（ただし、外国の場合は９０日以内。）に甲に提出するものとする。 

２ 乙は、共同研究業務により生じた発明等の著作物（成果報告書、その他これに類

するものを除く。）の著作権のうち、次の各号に掲げるものについて、速やかに創作

又は公表年月日、著作物の題号、著作者等の書誌的事項を示す書類又は著作物の電

子ファイル化したもの１部を添付して甲が別に定める産業財産権等出願後状況通

知書１通を甲に提出するものとする。 

 一 著作権法第２条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の

著作権（以下「プログラム等の著作権」という。） 

 二 プログラムの手引書その他これに類するもの 

 三 乙の著作権の行使又は第三者への著作物の利用の許諾を行うもの 
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３ 乙は、共同研究業務に係る知的財産権を移転（第３３条の６第１項に規定する持

分の放棄によるもの及び次項に規定するものを除く。）又は専用実施権等の設定若

しくは移転の承諾をしたときは、移転又は設定の事実が確認できる書類の写しを添

付して甲が別に定める知的財産権移転通知書１通を移転又は設定を行った日から

６０日以内（ただし、外国の場合は９０日以内。）に甲に提出するものとする。 

４ 乙は、共同研究業務に係る知的財産権に関し、甲の承認を得て移転又は専用実施

権等の設定若しくは移転の承諾をしたときは、第３３条の３第１項又は第２項に規

定する甲の承認書の写し及び移転又は設定の事実が確認できる書類の写しを添付

して、甲が別に定める知的財産権移転通知書１通を移転又は設定を行った日から６

０日以内（ただし、外国の場合は９０日以内。）に甲に提出するものとする。 

 

（知的財産権の実施） 

第３６条 削除 

 

（技術流出防止に係る対応） 

第３６条の２ 乙は、共同研究業務の実施に当たり、甲が公募時等に提示する「ＮＥ

ＤＯ研究開発事業における技術流出防止策に係る基本方針」（以下「技術流出防止

策の基本方針」という。）を遵守するものとする。 

２ 乙の責に帰すべき事由により、乙が技術流出防止策の基本方針に違反したときに

は、甲は乙に対し是正のために必要な指示を行うことができ、乙はその指示に従う

ものとする。 

 

第６章 雑則 

 

（通知の発効） 

第３７条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書

の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するものとする。 

 

（甲の解除権） 

第３８条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解

除することができる。 

 一 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反

したとき。 

 二 乙の責に帰すべき事由により、共同研究業務の実施が不可能又は著しく困難に

なったとき。 

 三 乙が甲との共同研究契約等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。 

 四 実施計画に定める登録研究員が、共同研究業務に関して研究活動の不正行為

（研究成果の中に示されたデータや研究成果等をねつ造、改ざん及び盗用する行
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為。以下同じ。）を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたと

き。 

 五 実施計画に定める登録研究員が、共同研究業務に関して公的研究費の不正使用

等（研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件

に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する

行為。以下同じ。）があったと認定されたとき。 

２ 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、

甲が当該業務の中止を決定した場合は、１ヶ月の予告期間を定めて乙に通知するこ

とにより、中止を決定した日以降の契約を解除することができる。 

 

（乙の解除権） 

第３９条 乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果共同研

究業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解

除することができる。 

 

（不測の事態により共同研究業務の実施が不可能な場合の措置） 

第４０条 本契約締結の際予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責に

も帰すことのできないものにより共同研究業務の実施が不可能又は著しく困難に

なったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。 

２ 乙の研究担当者が、移籍等の事由により共同研究業務を継続することが困難と甲

が判断した場合、甲は共同研究業務の中止を乙に指示することができるものとし、

乙はこれに従うものとする。 

 

（危険負担等） 

第４１条 第３８条第１項の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が共同

研究業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない

共同研究業務（以下「解除部分」という。）に係る経費の支払義務を免れるものとす

る。 

２ 第３８条第２項、第３９条及び前条の規定によって本契約が解除されたことによ

り､乙が共同研究業務の全部又は一部を完了することができないときは､乙は当該

部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定

め、乙に支払うものとする。 

 

（不正行為等に対する措置） 

第４２条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる

場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることがで

きるものとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有
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無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要

であると認められるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることが

できるものとする。 

３ 甲は、研究活動の不正行為については、甲が別に定めた研究活動の不正行為への

対応に関する機構達（平成１９年度機構達第１７号）に基づき、必要な措置を講じ

ることができるものとする。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、第１６条第２項第二号に規定する検査を行う

ものとする。 

５ 甲は、前項の検査の結果、不正等の事実が確認できた場合の当該不正等に係る過

払金及び確定後過払金（以下「不正等に係る過払金等」という）の返還を乙に求め

るときは、当該不正等に係る過払金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

不正等に係る過払金等の額につき民法第４０４条に定める法定利率で算出した利

息、又は不正等に係る過払金等の額につき年１０．９５％の割合により計算した加

算金を付することができるものとする。 

６ 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表すること

ができるものとする。 

７ 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものとする。 

８ 一の契約書において複数の者と共同研究契約を締結する場合において、契約者の

うち特定の一の者が第１項から第６項までの規定に該当するときは、本条の規定に

基づく措置は当該特定の一の者のみに適用されるものとする。 

 

（研究活動における不正行為への対応） 

第４２条の２ 乙は、研究活動における不正行為への対応に関する指針（平成１９年

１２月２６日経済産業省策定）に基づき不正に関して適切に対応しなければならな

い。 

 

（公的研究費の不正な使用等への対応） 

第４２条の３ 乙は、公的研究費の不正な使用等への対応に関する指針（平成２０年

１２月３日経済産業省策定）に基づき不正な使用等の十分な抑止機能を備えた体制

整備等に努めなければならない。 

２ 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について、乙に対し報告させるととも

に、不正な使用等の防止のために特に必要があると認めるときは現地調査を行うこ

とができる。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合

には、乙に対し必要な措置を講じるものとする。 

 

（履行遅延金） 

第４３条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書等又は中間年報若しくは成

果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日
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から履行の日までの日数に委託費の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、履行遅延金を免除す

ることができる。 

 

（違約金） 

第４４条 甲が第３８条第１項の規定により本契約の全部又は一部を解除したとき

は、乙は違約金として、解除部分（解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部

分を除く。）に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければ

ならない。 

２ 乙が第３９条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金

として、解除部分（解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。）に対

する契約金額の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。 

３ 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないとき

は、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第４

０４条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。ただし、国

庫補助金を財源とする事業にあっては、この限りでない。 

 

（外国法人の特例） 

第４５条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、本条に規定

するところによる。 

２ 本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠する

ものとする。 

３ 本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。 

４ 本契約は日本語を正文とする。参考のため英文訳が作成された場合であっても、

日本語の正文のみが契約としての効力を有し、英文訳にはいかなる効力も有しない

ものとする。 

５ 相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書類、報告書等のうち

甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものと

し、本契約に係る協議､連絡､打合わせ等において日本語を使用することができるよ

う通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。 

６ 乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を

行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したとき

は、速やかに甲に通知するものとする。 

７ 第３３条第１項中「乙に帰属するものとする」とあるのは「原則甲乙の共有とし、

甲の持分は、甲及び乙の持分の５０％以上とする（以下甲乙が共有する知的財産権

を「共有知的財産権」という。）」とする。 

８ 前項の場合、第３３条第３項第一号、二号、三号及び四号、第３３条第４項及び

第５項、第３３条の３、第３３条の５並びに第３５条の「知的財産権」とあるのは
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「知的財産権の持分」と読み替えるものとする。 

９ 共同研究期間中及び共同研究期間終了後の共有知的財産権の出願、登録及び維持

に係る費用（以下「出願等費用」という。）は、乙が甲の持分に係る出願等費用も負

担するものとする。ただし、乙が持分の全部を放棄した場合は、この限りでない。 

１０ 共同研究期間中であって、甲が承認した場合は、出願に係る費用を共同研究業

務の実施に要した経費として計上することができる。 

１１ 乙が第三者に対して共有知的財産権の利用許諾をする場合は、甲が別に定める

共有知的財産権利用許諾申請書を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければな

らない。 

１２ 甲は、共有知的財産権について、第三者に対して任意に利用許諾をすることが

できるものとし、乙はあらかじめこれに同意するものとする。 

１３ 甲は共有知的財産権の自己持分を放棄する場合は、その旨を乙に通知するもの

とする。 

１４ 甲、乙、又は甲乙共同して、第三者に対して共有知的財産権の利用許諾を行う

場合は（以下当該第三者を「利用許諾先」という。）、あらかじめ利用許諾先との間

で次に掲げる事項を合意しなければならない。 

 一 甲又は乙は、共有知的財産権の自己持分を利用許諾先の承認を得ることなく、

放棄できること（ただし、甲又は乙が利用許諾先に対して１年以下の知的財産権

維持義務を負う場合を除く。）。 

 二 利用許諾先が共有知的財産権を自ら実施したことにより生じた一切の責任や

損害賠償から甲及び乙が免責されること。 

 三 利用許諾先の合併、会社分割等の組織再編、事業譲渡、株式譲渡等により、経

営環境又は経営体制に著しい変化が生じた場合に利用許諾契約を解約できるこ

と。 

 

（賠償責任） 

第４６条 甲は、乙の共同研究業務の実施又は取得財産に起因して生じた乙又は第三

者に与えた損害について、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、

一切の損害賠償の責を負わない。 

２ 甲が前項に規定する第三者から損害賠償請求を受け、裁判所の判決等の合理的な

理由に基づきこれを賠償したときは、甲は、乙に対し、その損害のうち甲の故意又

は重大な過失による部分を除き、当該賠償金額を求償することができる。 

 

（変更契約地） 

第４７条 甲及び乙が第１２条の規定に基づき本契約を変更する契約を締結すると

きは、甲の法人登記上の主たる事務所の所在地においてこれを行う。 

 

（裁判管轄） 
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第４８条 本契約に関する訴えは､横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。ただし、法令に専属管轄の定めがある場合にはこの限りでない。 

 

（諸手続の委任） 

第４９条 乙は、甲に事前に通知することなく、本契約に規定する様式（様式第１を

除く。）による報告、届出及び申請等を、実施計画書に定める業務管理者又はその上

長に委任することができる。 

 

（取得した個人情報の管理） 

第５０条 乙は、共同研究業務を実施した際に取得した個人情報（生存する個人に関

する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定

の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）及び個人識別

符号が含まれるものをいう。以下同じ。）については、善良な管理者の注意をもって

管理しなければならない。 

２ 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断し

た場合、乙に対し必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものと

する。 

 

（情報セキュリティの確保） 

第５０条の２ 乙は、共同研究業務の情報について、秘密の保持に留意し、漏えい等

防止の責任を負う。 

２ 乙は、共同研究業務のために甲から提供される情報については、共同研究業務の

目的以外に利用してはならない。 

３ 乙は、共同研究業務完了又は契約解除等により、甲が秘密であることを示して乙

に提供又は指定した情報（紙媒体及び電子媒体（これらの複製を含む。））が不要に

なった場合には、速やかに甲に返却し、又は破砕、溶解、焼却等の情報を復元困難

かつ判読不能にする方法で廃棄若しくは消去し、甲に報告しなければならない。た

だし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。 

４ 乙は、共同研究業務の実施において情報の漏えい等のセキュリティ上の問題が発

生した場合又はそのおそれがあることを知り得た場合には、速やかに必要な措置を

講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、

その指示に従うものとする。 

５ 乙は、情報セキュリティ対策を講じるとともに、共同研究業務で知り得た情報を

取り扱う従業員等に対し情報セキュリティ教育を実施し、甲から情報セキュリティ

対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければな

らない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対

策の実施状況を確認するための調査をすることができる。 
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６ 乙が共同研究業務の一部を第４条に基づき第三者に委託する場合又は第三者に

請負させる場合は、乙は当該第三者に対し第１項から前項に定める措置を遵守させ

るものとする。 

７ 乙は、甲が求めるときは、本契約締結後速やかに、甲が別に定めるところに従っ

て共同研究業務の情報管理体制等を整備し、甲に報告しなければならない。また、

情報管理体制等に変更が生じる場合においても、甲に報告するものとする。なお、

甲は、必要があると認めるときは、乙と協議し、必要な指示を乙に行うことができ

るものとする。 

 

（電子情報処理組織の活用） 

第５１条 乙は、甲が提供する電子情報処理組織を用いて申請、届出等を行う場合は、

別途定めるところによるものとする。ただし、約款に定める様式を用いて提出する

ことを妨げない。 

 

（協力事項） 

第５２条 乙は、共同研究業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について

乙の負担において甲に協力するものとする。ただし、第三号に要する経費は、甲の

負担とする。 

一 共同研究業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリング

への対応 

二 共同研究期間終了後又は本契約解除後に実施する終了時評価及び追跡評価、共

同研究業務に係る成果報告会、産業財産権等の取得状況及び事業化状況調査等へ

の回答、資料作成、情報の提供、ヒアリングへの対応並びに委員会等への出席 

三 第２２条第２項の規定に基づき乙が管理している甲の財産に係る公租公課の

支払及び損害に対する保険の付保 

 

（存続条項） 

第５３条 甲及び乙は、共同研究期間が終了し、又は第３８条、第３９条若しくは第

４０条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項

については、引き続き効力を有するものとする。 

一 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの。 

第８条第３項、第１５条第１項、第１６条第９項、第２４条第５項、第２６条

第１項及び第４項並びに第３１条第３項から第６項まで 

二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。 

第４条第２項から第４項まで、第５条、第６条第３項から第５項まで、第７条、

第１０条、第１３条第７項、第１６条第１項から第８項まで、第１７条から第２

１条まで、第２２条第１の２項から第１０項まで、第２３条、第２６条第３項、

第５項、第６項及び第８項、第２７条、第２８条、第２９条第１項、第３項及び
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第４項、第３０条の２、第３０条の３、第３０条の４、第３１条第 1項及び第２

項、第３３条から第３３条の３まで、第３３条の５から第３５条まで、第３６条

の２から第３８条まで、第４１条、第４２条、第４３条から第４６条まで、第４

８条から第５０条まで、第５０条の２第１項から第６項まで、第５１条、第５２

条第１項第三号並びに第５５条の２ 

三 共同研究期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から１

年間効力を有するもの。 

第１１条及び第５２条第１項第一号 

四 共同研究期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から１

０年間効力を有するもの。 

第５２条第１項第二号 

 

（中長期計画を越える契約の効力） 

第５４条 委託期間の定めにかかわらず、中長期計画における最終年度の翌年度以降

の期間に係る本契約の効力は、通則法第３５条の５の規定に基づき、甲の次期中長

期計画が、経済産業大臣の認可を受けることを条件として生ずるものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第５５条 本契約に定めるもののほか、本契約に関し必要な事項は、甲が別にこれを

定める。 

 

（実施場所が外国である場合の措置） 

第５５条の２ 乙は、外国において共同研究業務を実施し又はこれに関連して乙が行

う一切の行為に起因して甲に生じる、甲の税務（申告・還付・調査対応を含む）に

係る手続及び甲所有の財産等に係る手続を含む事務負担並びに実施計画書に定め

のない追加的金銭負担その他これらに付随して発生する費用・損害等について、一

切の責任を負うものとする。ただし、実施計画書に定めがある場合はこの限りでな

い。 

 

（その他定めのない事項等の取扱） 

第５６条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない

事項については、甲乙協議して解決するものとする。 

 

 

特記事項 

【特記事項１】 

 

（談合等の不正行為による契約の解除） 
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第１条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができ

る。 

１ 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなっ

たとき。 

 一 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき。 

 二 独占禁止法第６２条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。 

 三 独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金の納付を命じな

い旨の通知があったとき。 

２ 本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規

定する刑が確定したとき。 

３ 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑

法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する刑が確定

したとき。 

 

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出） 

第２条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やか

に、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 

 一 独占禁止法第６１条第１項の排除措置命令書 

 二 独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書 

 三 独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の課徴金の納付を命じな

い旨の通知文書 

 

（談合等の不正行為による損害の賠償） 

第３条 乙が、本契約に関し、第１条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本

契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証す

ることを要することなく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があ

った場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する金額（その金額

に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損

害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散していると

きは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求

することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であっ

た者は、連帯して支払わなければならない。 

４ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額

を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求す
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ることを妨げるものではない。 

５ 乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わな

いときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民

法第４０４条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければ

ならない。 

 

【特記事項２】 

（暴力団関与の属性要件に基づく契約解除等） 

第４条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し

ている者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき。 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。 

 

（乙からの委託契約等に関する契約解除） 

第５条 乙は、本契約に関する乙からの業務の受託事業者等（受託事業者（受託が数

次にわたるときは、すべての受託事業者を含む。）及び再受任者（再委任以降のすべ

ての受任者を含む。）並びに自己、受託事業者又は再受任者が当該契約に関連して

第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。）が解

除対象者（前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。）であることが判明

したときは、直ちに当該受託事業者等との契約を解除し、又は受託事業者等に対し

解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が受託事業者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

受託事業者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反し

て当該受託事業者等との契約を解除せず、若しくは受託事業者等に対し契約を解除

させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 
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（損害賠償） 

第６条 甲は、第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これに

より乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第４条又は前条第２項の規定により本契約を解除した場合におい

て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

３ 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか

否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要するこ

となく、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変

更後の契約金額）の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）

として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

５ 第３項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散していると

きは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求

することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であっ

た者は、連帯して支払わなければならない。 

６ 第３項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額

を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求す

ることを妨げるものではない。 

７ 乙が、第３項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わな

いときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法

第４０４条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければなら

ない。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第７条 乙は、本契約に関して、自ら又は受託事業者等が、暴力団、暴力団員、暴力団

関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は受託事業者等をして、これを拒否さ

せるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び

捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

 

 

附 則 

 １．この標準契約書は、平成２７年３月１８日から施行し、平成２７年度事業から

適用する。 

 ２．この標準約款は、国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大

学、高等専門学校並びに国立研究開発法人及び独立行政法人に適用する。 
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附 則 

１．この標準契約書は、平成２７年７月１日から施行する。 

２．ただし、改正後の約款第３０条の３、第３３条、第３３条の３、第３３条の

４、第３３条の５及び第４９条の規定は、平成２７年１１月１５日以降に新た

に締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の

例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、平成２８年３月２５日から施行する。 

２．ただし、改正後の約款第２条第４項及び第５項規定は、平成２８年４月１日以

降に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお

従前の例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度事業から

適用する。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、平成３０年３月３０日から施行し、平成３０年度事業か

ら適用する。 

２．ただし、改正後の約款第３０条の４の規定は、平成３０年４月１日以降に新

たに公募する事業から適用し、これ以前に公募した事業については、なお従前の

例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０１９年３月２０日から施行し、２０１９年度事業か

ら適用する。 

２．改正後の共同研究費積算基準（国立研究開発法人等用）の規定は、２０１９年

度に新たに締結する契約について適用し、これ以前に締結した契約について

は、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２０年３月２５日から施行し、２０２０年度事業から

適用する。 

２．ただし、改正後の約款第４６条の規定は、２０２０年４月１日以降に新たに

締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお従前の

例による。 
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附 則 

  この標準契約書は、２０２０年７月１日から施行する。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２１年３月２４日から施行し２０２１年度事業から

適用する。 

２．ただし、改正後の約款第５０条の２第７項の規定は、２０２１年４月１日以降

に新たに締結する契約から適用し、これ以前に締結した契約については、なお

従前の例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２２年３月１５日から施行し２０２１年度事業（共同

研究期間の終了日が２０２１年度に属する事業を除く。）から適用する。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２３年１月２７日から施行し２０２２年度事業（共同

研究期間の終了日が２０２２年度に属する事業を除く。）から適用する。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２３年４月１日から施行し２０２３年度事業から適

用する。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２３年１０月１日から施行し２０２３年度事業から

適用する。 

２．ただし、改正後の約款第３３条第３項第四号及び第５項、第３３条の３第１

項、第３３条の６並びに第３５条第３項の規定は、２０１５年３月１８日

（平成２７年３月１８日）以降に締結した２０１５年度事業（平成２７年度

事業）から適用する。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２４年４月１日から施行し２０２４年度事業から適

用する。 

２．ただし、改正後の約款第２５条第１項第一号、第３２条第８項、第３３条の

３第３項、第３３条の４第２項、第５３条第１項第二号及び第５５条の規定

は、２０２４年４月１日以降に締結した契約（変更契約を含む。）から、ま

た、第３４条の２第１項の規定は、２０２４年４月１日以降に締結した契約
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（変更契約を含む。）において、経済安全保障推進法の附則に基づき、政令で

定める特許出願の非公開（第６６条から第８５条まで）の施行日から適用

し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２５年４月１日から施行し適用する。 

２．ただし、改正後の約款第４条及び第２２条の規定は、２０２５年度事業から

適用する。また、改正後の約款第３３条第５項及び第４５条の規定は、２０

２５年４月１日以降に締結した契約（変更契約を含む。）から適用し、同日前

に締結した契約については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１．この標準契約書は、２０２６年４月１日から施行し適用する。 

２．改正後の約款第３３条の４の規定は、２０１５年１１月１５日以降に締結し

た契約（変更契約を含む）から適用し、既に終了した契約も含むものとす

る。なお、同日前に締結した契約については、従前の例による。 

３．改正後の約款第３５条第３項及び第４項並びに第３６条の規定は、第１項の

施行日前に締結した契約（変更契約を含む）にも適用し、既に終了した契約

も含むものとする。 

４．改正後の約款第３６条の２の規定は、２０２６年４月１日以降に新たに公募

する事業から適用し、これ以前に公募した事業については、なお従前の例に

よる。 

５．改正後の約款第２２条第１の２項、第４２条第５項及び第５５条の２の規定

は、２０２６年４月１日以降に締結した契約（変更契約を含む。）から適用

し、同日前に締結した契約については、従前の例による。 

６．約款第３３条第３項第四号及び第５項、第３３条の３第１項、第３３条の６

並びに第３５条第３項の２０２３年９月２９日改正は、２００９年４月１日

（平成２１年４月１日）以降に締結した契約から適用し、すでに終了した契

約も含むものとする。なお、同日前に締結した契約については、従前の例に

よる。 

 

 

（２）様式 

 

 様式第１   権利義務承継承認申請書 

 様式第２   検査完了報告書 

 様式第３   継続申請書 

 様式第４   共同研究業務実施計画変更(申請・届出)書 
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 様式第５－１ 支払請求書 

 様式第５－２ 振込指定口座番号登録申請書 

 様式第６   共同研究業務（実績・中間実績）報告書 

様式第７   事故・復旧完了報告書 

 様式第８   復旧作業に係る収支報告書 

                 別紙 収支の明細 

 様式第９   共同研究業務成果報告届出書 

  様式第１０  共同研究業務中間年報届出書 

 様式第１１  封印申請書 

           別紙１（封印リスト） 

            別紙２ 委任状 

 様式第１２  削除 

様式第１３  削除 

 様式第１４  削除 

様式第１５－１削除 

 様式第１５－２削除 

様式第１５－３削除 

 様式第１６  削除 

 様式第１７  削除 

様式第１８  削除 

 

（３）別紙  

 

別紙１－１－１ 経費発生調書（大学用） 

別紙１－１－２ 経費発生調書(国立研究開発法人等用) 

 別紙１－２     〃   （修正額内訳書） 

 別紙１－３     〃   （総括表） 

別紙２－１－１ 月別項目別明細表(大学用) 

別紙２－１－２ 支出簿（国立研究開発法人等用） 

  別紙３      製作設計費・加工費積算書            

  別紙４        健保等級証明書 

  別紙５        給与証明書                          

別紙６        労働時間証明書 

  別紙７        ＮＥＤＯ労務費単価一覧表（時間単価用） 

  別紙８       共同研究業務従事日誌 

  別紙９       労務費積算書 

 別紙１０     ＮＥＤＯ労務費単価一覧表（エフォート専従者用） 

  別紙１１      共同研究業務従事月報 
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 別紙１２－１  (欠番) 

 別紙１２－２  エフォート証明書 

  別紙１３    (欠番) 

  別紙１４    (欠番) 

 別紙１５    専用使用証明書 

別紙１６    (欠番) 

  別紙１７    (欠番) 

 別紙１８    自発的な研究活動等従事状況管理表 

 別紙１９    合算購入調書 

 

（４）共同研究費積算基準 

共同研究費積算基準（大学用） 

      共同研究費積算基準（国立研究開発法人等用） 


